
　町では平成 28 年度採用の町嘱
託職員および臨時職員を次のとお
り募集します。
募集職種と人数
【嘱託職員】▼図書館司書：１人
【臨時職員】▼学校支援員（日野
中学校）：１人
採用期間　平成 28 年 4 月 1 日～
平成 29 年 3 月 31 日
申込期限　3 月 10 日（木）午後
5 時まで（期日厳守、郵送可）
申込方法　申込期限内に申込書、
履歴書などを教育委員会事務局へ
提出してください。募集要項、申
込書は教育委員会事務局および役
場黒坂支所にあります。
採用試験　3 月 13 日（日）
▼受付：午前 9 時 30 分～
▼試験（面接）：午前 10 時～
▼場所：役場 2 階会議室
合否通知　3 月 16 日（水）に受験
者全員に合否通知を発送します。
問合せおよび提出先　教育委員会
事務局（電話 72-2107）

　平成 28 年度から、町の人権相
談と行政相談を合同で開きます。
なお、必要に応じて個別に相談を
受け付けますので、お気軽にご相
談ください。
開催日　4 月 5 日（火）、5 月 6 日

（金）、6 月 1 日（水）、7 月 5 日（火）、
8 月 5 日（ 金 ）、9 月 5 日（ 月 ）、

10 月 5 日（水）、11 月 7 日（月）、
12 月 2 日（金）、1 月 5 日（木）、
2 月 6 日（月）、3 月 6 日（月）
時間　午後 1 時～午後 3 時
場所　町山村開発センター
その他　▼人権擁護委員および行
政相談員が相談にあたります▼都
合により予定を変更する場合があ
ります。
問 合 せ 先　町教育委員会（電話
72-2107）、役場総務課（電話 72-
0331）

　4 月から、児童扶養手当などの
支給額が次のとおり改定されます。

【児童扶養手当】
4 月分からの児童扶養手当支給額

（8 月支給）が改定されます。
▼全額支給：月額 42,330 円
▼一部支給： 月 額 42,320 円 ～
9,990 円

【特別児童扶養手当】
4 月分からの特別児童扶養手当（8
月支給）が改定されます。
▼１級：月額 51,500 円
▼ 2級：月額 34,300 円

【特別障害者手当および障害児福
祉手当】
4 月分からの特別障害者手当およ
び障害児福祉手当支給額が改定さ
れます。
▼特別障害者手当：月額 26,830 円
▼障害児福祉手当：月額 14,600 円
※ 5 月に支給される手当のうち平
成 28 年 2 月分および 3 月分は従
来のままです。

問合せ先　役場健康福祉課　担当
杉原・長尾（電話 72-0334）

　4 月から、子どもの医療費助成の
対象年齢が 18 歳までに拡大されま
す。※要件は年齢のみで、就職や結
婚をしている人も対象となります。

【新規に対象となる人】　平成 10
年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月 1 日
までに生まれた人は、新たに特別
医療費受給資格証の交付申請が必
要になります。対象者には、交付
申請書類を郵送しますので、必要
事項を記入し、役場健康福祉課ま
たは役場黒坂支所へ提出してくだ
さい。申請内容を確認後、3 月下
旬ごろに受給資格証を郵送します。

【すでに受給資格証を持っている人】
平成 12 年 4 月 2 日以降に生まれ
た人は、新たに申請の必要はあり
ません。3 月下旬ごろに 4 月から
使用していただく受給資格証を郵
送します。※現在お持ちの受給資
格証は、4 月以降に各家庭で破棄
してください。
問合せ先　役場健康福祉課　担当
長尾（電話 72-0334）

　町図書館では、廃棄処理した本
などのお持ち帰りコーナーをつく
りました。どうぞご利用ください。
期間　3 月5日（土）～ 3 月30日（水）
冊数　１人 10 冊以内
問合せ先　町図書館（電話 72-1300）
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【教育委員会からのお知らせ】

町嘱託職員および臨時職員を
募集します（平成 28 年度採用）

児 童 扶 養 手 当 な ど の
支給額改訂のお知らせ

【健康福祉課からのお知らせ】

3 月 13 日 ( 日 )

人権相談および行政相談の
同時開催について

第
６
回

　地元日野町をはじめとして町内外からおよそ 50 人

が参加し、自慢の歌や演芸を披露します。ぜひ、お越

しください。（チケットは町図書館で取り扱っています）

ひの歌謡・演芸大会
～ 魅せます・聞かせます・楽しませます ～

時間：正午から
会場：町文化センター

【入場料】１人１，２００円（うち 200 円は震災復興へ）
【主　催】  ひの歌謡・演芸友の会

　　　　 （松村　譲さん  電話 090-5696-5740）

【町図書館からのお知らせ】

図 書 館 の 古 本 お 持 ち 帰 り
コーナーにどうぞ

小児特別医療費助成制度
のお知らせ



　町では、平成 28 年度に開催す
る英会話教室の受講生を次のとお
り募集します。
講師　町英語指導助手
クラス分け　初級、中級
開催日程　▼初級クラス：第１・
第３木曜日、午後 6 時 30 分～午
後 7 時 30 分▼中級クラス：第 2・
第 4 木曜日、午後 6 時 30 分～午
後 7 時 30 分
対象者　町在住で 20 歳以上の人
場所　町山村開発センター
受講料　無料
申込み　3 月 18 日（金）までに、
参加申込書を教育委員会事務局ま
たは町公民館に提出してくださ
い。なお、申込書は教育委員会事
務局または町公民館にあります。
問合せ先　教育委員会事務局（電
話 72-2107）

　日野高校陸上競技部の部員の皆
さんが考案したストレッチ体操を
マスターして、毎日体を動かす習
慣を身に付けませんか？体を楽に

動かせるだけでなく、ダイエット
にも効果的です。皆さんの参加を
お待ちしています。
日時　3 月 29 日（火）午後 3 時
～午後 3 時 45 分
場所　町山村開発センター

募集定員　先着 20 人（参加無料）
申込み　３月 22 日（火）まで
服装　体を動かしやすい服装（タ
オルと飲み物を持参ください）
問合せ先　地域包括支援センター

（電話 72-0339）

高度情報化に関するアンケート協力のお願い
　町では現在、高速通信回線（光ケーブル）の整備について検討を進めています。
そこで、皆さんが日常どのようなサービスを必要としているか、また、情報化についてどのよ
うな意見を持っているかを把握し、今後の情報政策の基礎資料とするため、アンケートを実施
することとなりました。
　アンケートは３月４日の自治会文書にて配布しています。
　調査票は無記名で回答できますので、回答いただいた内容で個人が特定されることはありま
せん。また、このアンケートで収集した情報は本調査以外の目的では使用しません。
　お忙しいところ大変恐縮ですが、本調査について、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

【問合せ先】役場総務課　担当　神崎（電話 72-0331）

日野高校陸上競技部による
「毎日できる！健康ストレッチ

講座」を開きます

【そのほかのお知らせ】

【教育委員会からのお知らせ】

平成 28 年度英会話教室
受講生を募集します

本年度、第４回目の町民人権講座（講演会）を開きます。
ぜひ、お越しください。
日　時＝３月 10 日（木）午後 6 時から午後７時 30 分
会　場＝日野町役場 ２階 大会議室　
演　題＝「あなたの個人情報が奪われている」～戸籍謄本等の不正
　　　　取得事件とインターネットを悪用した差別・人権侵害～
講　師＝下吉真二さん
　　　  （部落解放・人権政策確立要求鳥取県実行委員会事務局 次長）
参　加＝無料  
参加申込＝３月８日（火）までに、町教育委員会へ申込みください。
【問合せ先】
詳しくは、町教育委員会（電話 72 ‐ 2107）にお尋ねください。

【講演の内容】
　戸籍謄本などの不正取得事件やインターネットの普及などにより、
私たちは常に個人情報の流出や人権侵害などの危険にさらされてい
ます。
　また、『部落地名総鑑』の出版が明らかになって 40 年、いまだに
被差別部落を特定する地図や差別を助長する発言が野放しにされて
います。差別を禁止する法律がない中、このような差別・人権侵害も
放置され続けています。
　下吉さんには、鳥取県における悪質業者の実態や個人情報保護の
取り組みなどについて講演していただきます。

第4回町民人権講座へどうぞ


